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厚生労働省「死因究明拠点整備モデル事業」について（情報提供）  

 

 今般、厚生労働省死因究明等企画調査室より、都道府県における死因究明等

の体制整備を支援するため、令和４年度新規事業として標記のモデル事業を計

画している旨、都道府県庁に対し情報提供が行われました (別添資料参照）。 

 本モデル事業は、死因究明体制の整備について都道府県が応募し実施するもの

ですが、地元医師等による検案等、医師が重要な役割を担うスキームが示されて

いることから、都道府県医師会のご協力が必要不可欠のモデル事業と考え、現時

点での情報提供を行うものです。 

 11 月中旬に自治体向けの事前周知が行われ、今後、自治体から貴会への相談

も想定されますため、貴会におかれましてもご承知おきいただき、ご協力賜りま

すようお願いいたします。 

 なお、必要に応じて厚生労働省より貴会への説明を行う予定とのことですの

で、その際は下記までお申し出いただきますようお願いいたします。  

 

 

 

 

 

                                       【連絡先】 

                                         日本医師会  医事法・医療安全課 

                                        （TEL）  03-3942-6484 （直通） 

（E-mail） law-safe@po.med.or.jp 



死因究明拠点整備モデル事業

△△
警察署

□□
警察署

◇◇
警察署

法医学教室等

都道府県庁
（死因究明拠点）

都道府県警

４者の連携・協力が前提

○○県

※監察医制度施行地域はモデル事業の対象外

※モデル事業で取り扱う死体は事件性のない死体

都道府県庁

法医学教室等

協力可能な地域（警察署）
を対象に事業を実施

【目的】

自宅死亡等について公衆衛生等の観点から十分な死因究明が行われていないことや、法医学者のなり手となる人材が減少
するなど、死因究明に係る体制強化が喫緊の課題となっていることを踏まえ、各地域において、公衆衛生の向上等を目的とし
た解剖・検査等が適切に実施されるよう、死因究明等の体制整備の先導的なモデルを形成する。
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地元医師会
（県医師会、郡市医師会）

地元医師会

※予算要求中ですので、モデル事業の実施は予算の成立が前提となります。また、内容は現在検討中のもので、今後変わりうる可能性があります。



【死因究明拠点】【都道府県警】

【大学 法医学教室等】

・解剖
・薬毒物検査等

【大学 医学部】
・解剖見学などの臨床実習

【遺族】

⑦検案結果の説明等

⑩解剖医の配置
解剖補助者の派遣
※配置・派遣は任意

⑨遺体の安置場所、
搬送の調整

※遺族感情へ配慮し、
できるだけ日数を要しないこと

②死体検案現場へ出動
※⑩解剖医を配置する場合は
原則、解剖医が検案を担当

<死体検案現場>

※解剖の要否にかかわらず死因等の検案結果を説明
※承諾解剖が必要な場合、承諾の有無を確認

【協力医師】

○死因究明拠点において、地元医師会、法医学
教室等及び都道府県警察の協力を得てモデル事
業に協力可能な医師をリスト化

○協力医師に求められるスキル
・公衆衛生等の観点から解剖の要否を判断
・解剖の必要性を遺族や法医学教室に説明
・法医学教室等と十分な連携が可能
・死体検案講習会や死亡時画像診断読影技術
等向上研修を修了していることが望ましい

⑧法医学教室等への説明
（解剖の観点・必要性）
※承諾解剖等が必要な場合
※場合により解剖に立ち会い

具体的なスキームのイメージ

①協力医師へ立ち会いの依頼
※警察から直接 or 拠点経由で依頼

法医解剖と医学教育の連携
※取組は任意。新たな取組の場合は
採択時の加点を想定
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※あくまでイメージ。実際の運用は地域の状況に応じて構築。

【協力医師】

④CT・検査の
調整依頼

⑤CT撮影・検査機関、
搬送の調整

⑥CTの読影、
検査結果の分析

⑪解剖結果の説明

【医療機関】
・死亡時画像診断
・薬毒物検査等

③モデル事業への協力依頼

※検案・解剖結果の活用、アンケートへの協力



モデル事業の成果イメージ（検討中）

① 厚労省データベースへの登録
○ 検案結果や解剖結果をデータベースへ登録
○ 検案精度の高い情報を蓄積し活用

※遺族の承諾を得られることが前提
※都道府県の個人情報保護条例等により登録が難しい場合は免除

② 遺族へのアンケート調査の実施
○ 死因究明をして（モデル事業に協力して）良かったか？など
○ ５問程度で質問
○ 死因究明施策の理解増進のため活用

※遺族の協力を得られることが前提
※ひな形は厚労省で作成。厚労省と相談の上、自治体オリジナルの問を追加することも想定。

③ モデル事業報告書の取りまとめ
○ 事業完了時に報告書を作成し厚労省へ提出
○ 事業の成果や課題を検証し、他の自治体に横展開する際に活用
（報告書の内容）
・ 実施体制（うまくいった点、苦労した点、課題や解決策など）
・ 死因究明に関する基礎データ（検案件数、解剖件数、死因の比較など）
・ 遺族アンケートの集計・分析
・ 事業の成果（死因究明の精度向上、遺族のメリット、公衆衛生・行政課題への利活用など） 等
※報告書の内容については現在厚労省において検討中。上記は想定される一例であり、今後変わりうる可能性あり。
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・ 人件費
－ 拠点事務員の雇用経費（モデル事業関係者との連絡・調整等を行う事務員）
－ 拠点解剖医師の雇用経費（モデル事業として検案・行政解剖等を実施する医師）
－ 解剖補助者の派遣費用（モデル事業として行政解剖を実施する際に必要な補助員）
－ 厚労省データベースの入力人件費（基本的には上記職員の業務範囲としていただく想定）
・ 雑役務費（検案現場→解剖現場の遺体搬送に必要な経費、遺体保管に必要な葬祭業者への委託費等）

・ 旅費（協力医師／解剖医師／解剖補助者の検案現場、解剖現場への交通費）
・ 消耗品費（コピー用紙等の購入費）
・ 通信運搬費（拠点の電話料、回線使用料等）
・ 諸謝金（地域にもよるが、検案の結果、解剖に回った場合、検案料は法医学教室に入る場合が多いため、

その場合に最初に検案を行った協力医師へ支払う謝金などの経費を想定）

モデル事業の対象となる経費（調整中）

・ 行政解剖費用
・ 検査費用（死亡時画像診断、薬毒物検査等）
・ その他、行政解剖及び死亡時画像診断の実施に必要な経費
（異状死死因究明支援事業交付要綱に掲げる経費）

・ 解剖／検査費用については異状死死因究明支援事業からの支出となるため、モデル事業の
応募にあたっては、異状死死因究明支援事業の予算確保も必要となる点ご留意を。
・ 拠点解剖医師の雇用経費の中に検案業務を含める場合、遺族から支払われる検案料は県の
歳入とする必要あり ⇒ 要歳入規定
・ 医学部との連携に必要となる経費については、対象の可否も含め、検討中。
・ 対象経費はあくまで現時点の予定。今後の財務当局との調整により変わりうる可能性あり。

対象経費（具体例）

非対象経費（異状死死因究明支援事業にて補助可能）

ご留意いただきたいポイント


